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「
立
地
適
正
化
計
画
」
に
関
す
る
住
民
説

明
会
を
開
催
し
ま
す

　

市
で
は
、
人
口
減
少
が
進
む
中
で
も
住

み
や
す
い
・
住
み
続
け
ら
れ
る
「
コ
ン
パ

ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進
す
る
た
め

の
「
立
地
適
正
化
計
画
」
の
策
定
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

計
画
の
中
で
設
定
す
る
宅
地
開
発
や
、

集
合
住
宅
な
ど
を
誘
導
す
る
「
居
住
誘
導

区
域
」、
市
民
の
生
活
を
支
え
る
さ
ま
ざ

ま
な
施
設
な
ど
を
誘
導
す
る
「
都
市
機
能

誘
導
区
域
」
な
ど
に
つ
い
て
の
素
案
を
説

明
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞

き
し
ま
す
。

と
き　

10
月
17
日
㈫　

午
後
６
時
〜

と
こ
ろ　

市
民
図
書
館

対
象　

市
内
に
在
住
・
通
勤
・
通
学
し
て

　

い
る
人

※
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

※
中
央
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
無

　

料
券
を
配
布
し
ま
す
）。

問
都
市
整
備
建
築
課
☎
51
６
７
３
５

　弾道ミサイルの発射により、青森県内に影響
があると判断された場合には、全国瞬時警報シ
ステム（Ｊアラート）から緊急速報メール、エ
リアメール、市から駒らん情報めーるを配信し
ます。弾道ミサイルは、発射から極めて短い時
間で到達しますので、状況に応じて適切な行動
をとってください。
ミサイル発射の情報が伝達されたとき
①屋内にいる場合…
　屋外には出ないでください。できるだけ窓か
ら離れるか、窓のない部屋に移動してください。
②屋外にいる場合…
　直ちに近くの建物の中、または地下に避難し
てください。
　市の小・中学校や公共施設では、開館時間中
は一時的に避難の受け入れを行っています。ま
た、市役所など当直のいる施設は、時間を問わ
ず避難の受け入れを行っています。
　また、近くに適当な建物などがない場合は、
物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守って
ください。
③自動車などを運転している場合…
　出来る限り道路外の場所に車両を止め、②と
同様の対応をしてください。
詳しくは、内閣官房国民保護ポータルサイト
（http://www.kokuminhogo.go.jp)をご覧ください。

問総務課☎51 6703
弾道ミサイルから身を守るために！

【有料広告欄】　　総務課広報男女参画係☎51 6702

戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

第
10
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期
限
が
近
づ

い
て
い
ま
す

対
象　

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご  

　

遺
族
で
、
平
成
27
年
４
月
１
日
に
お
い

　

て
「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」
や

　
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

　

よ
る
遺
族
年
金
」
な
ど
を
受
け
る
人
が

　

い
な
い
場
合
、
次
の
先
順
位
の
ご
遺
族

　

お
１
人

１　

平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病

　

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰

　

金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
人

２　

戦
没
者
な
ど
の
子

３　

戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
②
孫
③
祖
父

　

母
④
兄
弟
姉
妹
（
要
件
に
よ
り
順
位
が

　

入
れ
替
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

４　

右
記
１
か
ら
３
以
外
の
戦
没
者
な
ど

　

の
三
親
等
内
の
親
族
で
、
戦
没
者
な
ど

　

の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
の

　

生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
人

支
給
内
容　

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の

　

記
名
国
債

請
求
期
限　

平
成
30
年
４
月
２
日
㈪

※
既
に
第
10
回
特
別
弔
慰
金
の
国
債
を
お

　

持
ち
の
人
や
請
求
中
の
人
は
、
手
続
き

　

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
生
活
福
祉
課
☎
51
６
７
１
８

毎
週
月
・
金
曜
日
は
、
市
民
課
窓
口
業
務

の
一
部
を
午
後
６
時
ま
で
延
長
し
て
い
ま
す

利
用
可
能
な
窓
口
業
務

▼
各
種
証
明
書
の
交
付
（
住
民
票
、戸
籍
、

　

印
鑑
証
明
書
、
身
分
証
明
書
、
戸
籍
の

　

附
票
、
記
載
事
項
証
明
書
、
現
況
届
）

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

問
市
民
課
☎
51
６
７
５
５

市
民
へ
の
ふ
る
さ
と
納
税
の
謝
礼
品
が
取

り
や
め
と
な
り
ま
す

　

市
で
は
、
市
内
・
外
の
寄
付
者
に
対
し
、

寄
付
金
額
に
応
じ
た
謝
礼
品
を
贈
呈
し
て

い
ま
し
た
が
、
総
務
省
か
ら
の
通
知
を
踏

ま
え
、
市
民
に
対
す
る
謝
礼
品
の
贈
呈
は

10
月
31
日
㈫
受
け
付
け
分
を
も
っ
て
取
り

や
め
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

※
11
月
以
降
は
、
市
民
へ
の
謝
礼
品
は
あ

　

り
ま
せ
ん
が
、
寄
付
は
引
き
続
き
受
け

　

付
け
い
た
し
ま
す
。

問
政
策
財
政
課
☎
51
６
７
１
０


